
                     参  考 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵施設の低レベル廃液処理設備の変更 
 
 （蒸発濃縮装置及び固化処理装置の設置に伴う変更内容） 
  使用済燃料受入れ・貯蔵施設から発生する低レベル廃液と、再処理設備本体か 

 ら発生する超ウラン核種を含む廃液とを分離処理することにより、超ウラン核種を 

 含む廃棄物の低減を図り、廃棄物管理の運用性向上を図る。 
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